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株式会社ソリッドアコースティックスの破産手続に伴う配当に関するお知らせ 

 

 

当社は、元親会社である株式会社ソリッドアコースティックス（以下、「ＳＡ社」という。）に対

して、平成19年12月11日付にて東京地方裁判所へ破産手続及び保全管理命令の申立てを行い、平成19

年12月26日に破産手続が開始されておりましたが（平成19年12月11日付及び平成19年12月26日付にて

プレスリリース）、本日、ＳＡ社の破産管財人より当社口座へ配当金の入金がございましたので、下

記の通りお知らせ致します。 

 

記 

 

1. 破産者の概要 

① 商号 株式会社ソリッドアコースティックス 

② 本店所在地 東京都港区三田三丁目 5番 27 号 

③ 代表者 破産管財人 綾 克己 

④ 資本金の額 18 億 1800 万円 

⑤ 主な事業内容 オーディオ機器の開発、設計、製作等 

⑥ 当社との関係 該当ありません 

⑦ その他 平成 19 年 1 月 15 日～平成 19 年 9 月 30 日 

当社の親会社 

 平成 19 年 10 月 1 日～平成 19 年 12 月 14 日 

当社の「その他の関係会社」 

 

2. ＳＡ社に対する債権の種類及び金額 

① 債権の種類   キャッシュ・マネージメント・システム寄託金返還請求権他 

② 金額      128 億 623 万 1474 円 

 

 

東 京 都 墨 田 区 両 国 １ 丁 目 １ ０ 番 ７ 号

株 式 会 社   カ ー チ ス ホ ー ル デ ィ ン グ ス

代 表 執 行 役 社 長 冨 田  圭 潤

（ コ ー ド 番 号  7  6  0  2  東 証 第 2 部 ）

執    行    役 高 田  知 行

電 話 番 号 : 0 3 － 5 6 2 5 － 7 6 3 5

ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 



3. 配当の内容 

① 配当率 1.66% 

② 当社への配当額 2 億 1299 万 2944 円 

   

4. これまでの経緯 

当社は、平成 19 年 3 月 19 日開催の取締役会においてＳＡ社が運営するキャッシュ・マネージ

メント・システム（以下、「ＣＭＳ」という。）を導入することを決定し、平成 19 年 3 月 20 日に、

当社の資金約 120 億円をＳＡ社が管理するＣＭＳ口座に寄託致しました。 

しかしながら、その全額がＳＡ社のリーマン・ブラザーズ証券株式会社（以下、「ＬＢ社」と

いう。）に対する債務の担保として質権設定されたのち、期限の利益を喪失し弁済の一部として

充当される結果となりました。 

当社は、当該寄託金約 120 億円の早期回収を図るため、当該寄託金及びその利息相当額を請求

する旨をＳＡ社に通知したものの履行されず、結果、平成 19 年 7 月 31 日付でＳＡ社に対してＣ

ＭＳ契約の解除通知の送付及びＣＭＳ寄託金返還請求訴訟を東京地方裁判所に提起致しました。 

 しかしながら、ＳＡ社は、当社から上記訴訟を提起されたにもかかわらず、ＳＡ社が保有する

資産を安価に処分するなど不当な行為を繰り返していたことから、当社は、ＳＡ社に対し財産の

管理処分権を剥奪することが相当であると思料し、東京地方裁判所にＳＡ社の破産手続及び保全

管理命令の申立てを行い、平成 19 年 12 月 26 日にＳＡ社の破産手続の開始が決定し、平成 23

年 1 月 6日（到達日：平成 23 年 1 月 7日）に当社の債権に対する配当額が確定し、本日、破産

管財人より当社口座へ入金がございました。 

なお、当社がＣＭＳ口座へ寄託した約 120 億円は、既に平成 19 年 3 月期において回収懸念部

分について貸倒引当金を計上致しております。 

 

5. 今後の見通し 

当該破産配当金が、平成 22 年 3 月期における想定額を上回ったため、貸倒引当金戻入益 18

百万円を特別利益として計上する予定でございます。なお、当該特別利益の発生に伴う業績予想

の修正はございません。 

 

（ご参考） 

ＬＢ社への訴訟 

 ＳＡ社とＬＢ社との間で平成19年3月20日に成立した120億円の金銭預託契約を詐害行為と

して取り消すことを求めるほか、当該取り消しとかかる金銭預託契約を締結して 120 億円をＬＢ

社が収受する経緯において共同不法行為など違法な行為が介在したことを原因として、返還請求

権ないし損害賠償請求権 120 億円の内 30 億円及び遅延損害金を求めており（平成 19 年 12 月 7

日付にてプレスリリース）、現在、120 億円に請求を拡張し、東京地方裁判所において係属中で

あります。 

 

以 上 


